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 化学物質は従来の規制の対象外の物質でも，使用量や使用法によっては労働者の安全や健康に害を及ぼすおそ

れがある．そこで，厚生労働省は発がん性が疑われる物質に対してリスク評価を行い，発がんリスクが一定レベ

ル以下になるような管理濃度あるいは管理の目標とすべき指標値を新たに示してきた．発がんリスクを考慮した

場合には管理濃度等が低い値になることが想定される．すなわち，これまで多くの化学物質の管理濃度が ppm レ

ベルであったものが，発がん性物質については ppb レベルに，すなわち 2～3 桁低くなる可能性がある．本研究

では，低い管理濃度が設定される場合に備えて，新たな分析方法を開発する際に重要となる視点について，必要

に応じて実験を追加しつつ既存の知見とともに整理し取りまとめることを目的とした．感度向上に関わる重要な

視点として，1)目的成分の気体と固体が共存する場合の捕集法，2)捕集試料をガスクロマトグラフ(GC)に導入す

るための加熱脱着法，3)低濃度試料について溶媒脱着を行う際の留意点，4)質量分析装置を導入する際の留意点，

の 4 点について整理した．対象とする化学物質は，厚生労働省が発がん性を考慮して管理する必要のあるものと

して指針に示した物質のうち，GC 法により分析可能な有機化合物を選定した．最終的には本研究の成果と既知の

情報を整理しガイダンスとして公開していく．平成 26 年 6 月に労働安全衛生法の一部が改正されたことから，安

全データシートの交付が義務づけられている 640 物質について，事業者が危険性又は有害性等の調査（リスクア

セスメント）を実施し，必要に応じて作業環境測定をする際に有用な情報を提供可能である． 
 
 
 

1 研究の背景 
化学物質の作業環境管理では，作業環境測定を実施し

て得られた評価値を用い，管理濃度を指標として対象と

なる作業環境を評価して種々の対策をとる．その際に使

用される管理濃度は，管理対象の化学物質の有害性と管

理の実効性を考慮して設定されてきた．一方，一般環境

においては，発がん物質について別途リスク評価を行っ

て，過剰発がんリスクレベルが一定値以下となるような

ばく露の指標値の設定がなされている例がある． 
厚生労働省は，「労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害

を防止するための指針」（平成 23 年 10 月 20 日健康障害

を防止するための指針公示第 23 号 1））（以下，指針)を発

出し，26 種の化学物質について，その製造・取扱い等に

際し，事業者が講ずべき措置について新たに定めている．

発がん性が疑われる物質に対してリスク評価を行い，過

剰発がんリスクレベルが一定値以下となるような値をも

とに，管理濃度あるいは作業環境を管理するための目標

とすべき指標値（管理濃度等）を設定している．発がん

リスクを考慮した場合，管理濃度等は低い値になること

が想定される．すなわち，これまで多くの化学物質の管

理濃度が ppm レベルであったものが，発がん性物質に

ついては数十～数ppbレベルになる可能性がある．更に，

作業環境測定に使用する分析方法は，管理濃度の 1/10
の濃度まで測定できることが求められていることから，

従来法による測定では感度が不足するため，測定法の改

良が必要になる． 
また，平成 26 年 6 月には労働安全衛生法の一部改正

がなされ，危険・有害な物質に対する個別規制対象以外

の物質でも，使用量や使用法によっては労働者の安全や

健康に害を及ぼすおそれがあることから，一定の危険

性・有害性が確認されている化学物質（安全データシー

ト（SDS）の交付が義務づけられている 640 物質）につ

いて，事業者に危険性又は有害性等の調査（リスクアセ

スメント）を義務付けることとなった 2)（図 1）．従って，

より広汎な物質を，より低濃度で測定する方法が求めら

れる可能性がある．そのようなニーズに対応するため，

新たに有機化合物の測定法を開発する場合に検討すべき

項目を網羅した手引きが必要になると考えられる．本プ

ロジェクト研究では，既存のガイダンス等を参考にした

上で，低濃度での分析を行う際に注意すべき内容を実験

データも加えて整理した．その分析法としては，国内で

行われている場の測定を中心とした作業環境測定のニー

ズに対応できるものを想定した． 

プロジェクト研究全体の概要 

*1 Work Environment Research Group, National 
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2 研究の概要 

平成 23～25 年度の 3 年計画で本プロジェクト研究を

実施した．対象化学物質は，法・指針に示される物質の

うち，ガスクロマトグラフ（GC）法により分析可能な有

機化合物とした．最終的に「有機化合物の低濃度分析の

手引き」（以下，ガイダンス）を作成するために必要な分

析に関連する項目について，既存の知見を整理したが，

実証的なデータが乏しい項目については典型的な条件で

実験を実施してデータを取得した．低濃度に対応する測

定法を提案するにあたって，感度向上に関わる重要な視

点として検討した主な内容は次の 4 点である． 
1) 気体と固体との両方の性状で存在する可能性のある

物質の捕集法の改良 
2) 試料の加熱脱着による GC への導入 
3) 溶媒脱着をする際の脱着率 
4) 質量分析装置（MS）使用時に検討すべき留意点 
以下，各項目の概要を述べる． 
 

1) 気体と固体との両方の性状で存在する可能性のある

物質の捕集法の改良 
常温で固体の有機化合物では，固体であっても昇華が

起こり，ろ過捕集では捕集した試料の大部分が失われる

可能性がある．現状ではろ過捕集法が採用されており，

一部の昇華した成分を捕集できていない可能性がある．

空気中に存在する有機化合物の粒子は，昇華により粒径

が小さくなりやがてすべて蒸気となる．粒径ごとの蒸発

速度についての知見は少ないが，噴霧水粒子の例が報告

されている 3)．蒸気を捕集するための固体捕集法の必要

性に対する理解を得るために検証を行った．  
固体の有機化合物の微粒子をスライドグラス上に載せ，

一定の時間間隔で光学顕微鏡による観察像を撮影し，粒

径の時間変化を観察した．その結果，実験開始からある

程度時間が経過すると，粒子径の減少速度は粒径が小さ

いほど速くなることが明瞭に認められた．粒子径を減少

速度で割った値は，粒子の寿命の指標とすることができ

る．粒子の寿命は粒径が小さいほど短くなり m-ニトロア

ニソール（蒸気圧 1.3×10-2 torr）は，1 m で 0.8 分，

2,3-ジクロロニトロベンゼン（蒸気圧 8.3×10-3 torr）で

は， 1 m で 7 分であった．10 m の粒子の質量は 1 ng
程度であり，通気したフィルター上での昇華速度はより

大きくなる．空気中に放出された有機化合物粒子は昇華

により粒径が減少し，かつ粒径の小さい粒子ほど存在時

間が短くなるため，空気中に一定時間，例えば 1 分間存

在できる粒子の径には下限があることを示している．ま

た蒸気圧の低い粒子のほうがより小さい粒子まで存在可

能であることを示している．よって，気体と固体との両

方の性状で存在する可能性のある物質の捕集については，

ろ過捕集と固体捕集とを組み合わせることが必要である． 
2) 加熱脱着による試料の GC への導入 

加熱脱着導入では捕集した試料の全量を GC に導入で

きるので，溶媒の一部しか分析しない溶媒脱着に比べて

高感度な分析が可能となる．加熱脱着を用いて有効な分

析法とするためには，捕集剤から定量的に成分が脱着さ

れる必要がある．一度加熱脱着した試料を再度同一条件

で分析し，目的成分が検出されないことにより脱着が充

分に行われたことを確認する． 
活性炭を捕集剤として有機化合物を捕集した上で，加

熱脱着導入を採用している例が散見される．活性炭には

複数の吸着機構が存在し不可逆的な吸着が起こることが

あるために，特に低濃度では定量的な脱着が困難である．

HSE の出版物４)にもあるように，加熱脱着導入を行う際

には，捕集剤として活性炭ではなく合成樹脂捕集剤を使

用する必要がある． 
 

図 1 平成 26 年度の化学物質管理に関わる制度改正の概要 2) 
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3) 溶媒脱着による成分の脱着率 
 溶媒脱着で低濃度試料を分析する際には，捕集剤から

溶媒への成分の脱着率を確認しなくてはならない．本研

究では，低濃度での管理が期待されている 4 物質と，そ

の異性体について，捕集剤としては合成樹脂捕集剤と活

性炭について脱着率を測定した．合成樹脂捕集剤の系で

は，溶液濃度が 0.1 g/mL（ガスとして 0.01 ppm 程度）

まで各化合物が定量的に脱着されたが，活性炭の系では，

溶液濃度が 10 g/mL で脱着率が 80%未満であった．ま

た，化合物により脱着率は異なったが，一般に濃度が低

くなると脱着率が低下した．今回検討を行った化合物に

ついて固体捕集－溶媒脱着により低濃度での分析をする

際は，活性炭を捕集剤として使用することは不適切であ

ると言える．溶媒脱着を用いる際には分析を行う濃度範

囲のできるだけ低い濃度で脱着率の検討を行うことが望

ましい．一方，合成樹脂捕集剤 では低濃度でも充分な脱

着率であった．  
4)MS を導入するために検討すべき留意点 
 作業環境測定における揮発性・半揮発性の有機化合物

の分析には，通常，ガスクロマトグラフ／水素炎イオン

化検出器(FID)が使用されることが多い．しかしながら，

異性体の多い化合物や FID 分析が不向きな化合物の分

析には質量分析計(MS)が用いられる例もある．また，

MS 測定では，測定対象物質から生成されるイオンに固

有の質量を検出する選択イオンモードを使用することに

より感度向上が可能である．今後は作業環境測定におい

て，MS の導入が進むことが予想されることから，MS
に関する基本的な情報の提供が必要である． 
 MSはFIDに比べて再現性が低いと言われているため，

再現性に影響する可能性が高い MS の真空度について検

討を行った．標準試料を同一条件で繰り返し分析を行い，

得られた結果（ピーク面積・高さ・幅）を比較した．た

だし，キャリアガスの流量を変化させることで，MS の

真空系に流れ込むガスの量を変化させ，真空度に違いを

生じさせた．キャリアガスが少ないほどピークの高さと

面積は増大する傾向となったが，キャリアガスを少なく

し過ぎると，逆にピークの幅（面積と高さの比）は広く

なり，望ましくない．高感度で分析するのに最適なキャ

リアガス流量が存在する．高感度に測定するためには，

細いカラムを用いて質量分析計内をより高真空に保つの

が望ましい． 
 内部標準物質添加による再現性の改善についても併せ

て検討した．低濃度での MS 分析の際には，内部標準物

質を添加することにより同一試料の繰り返し再現性を改

善することができた．ただし，活性炭を捕集剤として使

用する場合，内部標準物質が活性炭に対して親和性が高

いと，内部標準物質が活性炭に吸着することにより内部

標準物質濃度が低下するため，内部標準物質の選定には

十分な注意が必要である． 
 なお，以上の成果に加えて個別の化合物についても測

定法の開発を検討し，論文 5,6)や作業環境測定ガイドブッ

ク 7)としてまとめた． 

 
3 今後の課題 

現在，発がん性物質に関しては，リスク評価を行った

上で効率的に健康障害防止に向けた行政的措置がとられ

ている．また，労働安全衛生法の一部改正がなされたこ

とから，SDS の交付が義務づけられている物質について，

事業者はリスクアセスメント実施する必要が生じる．従

って，多くの物質を低濃度で測定する方法が求められる．

本研究では事業者や分析担当者が分析未経験な物質につ

いて分析法を準備する時に，分析に先立って確認する必

要のある項目について，既知の情報及び必要に応じて行

った実験結果に基づいて提案を行った．現実には今回実

験を行った系とは異なる事例も多く存在するはずである

ので，より現実に適合したガイダンスを提案して行く方

向で検討したい．本研究で対象とした範囲以外の物質に

ついても，平易な高感度測定法を開発していく必要があ

ろう．  
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